
（様式４号）
荒川河川敷の工作物緊急管理体制について（出水時撤去計画）

１　出水時撤去体制の確立
　　気象情報等により、板橋区地域において降雨のため荒川の水位が上昇する恐れが
あると認められた場合、　　　　　　が本部長となり、工作物撤去対策本部を設置
する。
　　本部設置に伴い、撤去班に召集連絡開始及び協力者に出勤を要請する。

２　実働体制
　　気象情報、電話（03-3902-2393）、インターネット（http://www.ara.go.jp/arajo/）
等の水位状況を基に荒川治水橋地点での推移がAP7.0ｍに達したならば、直ちに工作物撤去班
人員　名は占有地に急行した後、工作物の撤去を開始し、速やかにトラック等により、
　　　　　　　　　　に搬出する。
　また、夜間にAP＋7.0ｍに達することが予想される場合などで対応が困難と想定される
場合は、事前に撤去対応を実施する。
　なお、撤去及び整地が完了した後、作業前と同じ位置・角度で写真を撮影し、現状が
回復されたことを確認のうえ、写真を添えて事務局に報告いたします。
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３　工作物撤去所要時間
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４　工作物撤去方法	Comment by 八峠 康男: 追記しておりませんが、関東地整の様式では、撤去先の記載を求めています
　　撤去人員（　名、協力者　名）トラック　台を出動させ、工作物の撤去にあたる。
　　・解体に要する時間　　　　　分
　　・搬出に要する時間　　　　　分
　　・合計　　　　　　　　　　　分

５　別添添付資料　（※以下、資料を添付してください。）
（１）出水撤去体制組織図
（２）搬出経路
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